
市が行う催しについて、手話通訳が必要な方は、
各担当課にお問い合わせください。
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Ⓒ熊谷市

現在空き家となってしまった建物も、かつては誰かの大切な場所でした。空き家問題は
決して他人事ではありません。今のうちから将来のこと、考えてみませんか。

どこに相談
すればいいの？

相続にはどんな
手続が必要？



あ
な
た
の
家
が

空
き
家

将
来 

空
き
家
に
な
っ
た
ら
・・・

市内の空き家実態

放置された空き家の問題点
倒壊の危険

家の倒壊などで隣人や
通行人に危害を及ぼす

ごみの散乱や外壁の破損
などで景観を損ねる

景観への悪影響

不審者の侵入

不審者の出入りなどで周
辺の治安悪化につながる

樹木や雑草などが繁茂し、
敷地から越境している

環境への悪影響
市内の空き家数

うち、建物の一部
損傷や草木の繁茂
などの問題がある
空き家の数

約 2,100戸

（令和 4 年度 実態調査より）

約1,500戸

　近
年
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢

化
な
ど
の
進
行
に
伴
い
、
適
切
に

管
理
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て

い
る
空
き
家
の
増
加
が
全
国
的
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　今
回
の
特
集
で
は
、
住
ま
な
く

な
っ
て
も
建
物
な
ど
を
適
切
に
維

持
・
管
理
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

所
有
者
を
支
援
す
る
取
組
な
ど
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

 

◆
安
心
安
全
課

　 内
線
３
３
２

TEL

特 集

2令和 6 年（2024）5月



専門家に聞きました !

熊谷市空家等対策協議会委員

Q
　
ど
の
よ
う
な
相
談
が

あ
り
ま
す
か
。

Q
　
相
続
し
た
場
合
は

ど
の
よ
う
な
手
続
が

必
要
と
な
り
ま
す
か
。

法
律
が
一
部
改
正
さ
れ
ま
し
た

Ｑ
　
木
の
枝
が

伸
び
て
き
た
場
合
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

Ｑ
　
何
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

す
る
た
め
に
も
、
適
切
に
所
有
権

移
転
登
記
の
申
請
手
続
を
し
て
お

い
た
ほ
う
が
良
い
で
し
ょ
う
。

　
空
き
家
を
適
切
に
管
理
し
な
い

ま
ま
放
置
す
る
と
、
所
有
者
な
ど
に

指
導
や
勧
告
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
勧
告
が
な
さ
れ
る
と
、
空

き
家
の
敷
地
に
係
る
固
定
資
産
税
な

ど
の
住
宅
用
地
特
例

が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。

A
　
令
和
６
年
４
月
か
ら
相
続
に

よ
る
所
有
権
移
転
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
相
続
に
よ

り
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
は
、

そ
の
日
か
ら
３
年
以
内
に
法
務
局

に
申
請
手
続
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。
相
続
が
あ
っ
た
と
き
は
、

相
続
人
全
員
で
遺
産
分
割
協
議
を

行
い
、
不
動
産
を
取
得
し
た
方
は

法
務
局
に
速
や
か
に
相
続
に
よ
る

所
有
権
移
転
登
記
の
申
請
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
話
し
合
い

が
ま
と
ま
ら
な
い
な
ど
、
３
年
以

内
で
の
申
請
が
難
し
い
場
合
に
は

相
続
人
ひ
と
り
で
も
法
務
局
に

「
相
続
人
申
告
登
記
」
の
申
出
を

行
う
こ
と
で
、
申
請
義
務
を
履
行

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
申
請
義
務
は
令
和

６
年
４
月
よ
り
前
に
相
続
に
よ
り

取
得
し
た
不
動
産
に
つ
い
て
も
対

象
と
な
り
、
こ
の
場
合
の
３
年
の

起
算
点
は
、
令
和
６
年
４
月
か
ら

と
な
り
ま
す
。

A
　
隣
地
の
竹
木
の
枝
が
自
分
の

所
有
地
に
伸
び
て
き
た
場
合
、
今

ま
で
も
、
そ
の
土
地
の
所
有
者
は

隣
地
の
竹
木
の
所
有
者
に
枝
を
切

る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
が
、
令
和
５
年
に
民
法
が
一

部
改
正
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
場
合

は
、
自
ら
そ
の
枝
を
切
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
ま
し
た

①
竹
木
の
所
有
者
に
枝
の
切
除
を

催
告
し
た
が
、
そ
の
所
有
者
が
相

当
の
期
間
内
に
切
除
し
な
か
っ
た

場
合
、
②
竹
木
の
所
有
者
が
誰
か

（
ま
た
は
ど
こ
に
い
る
か
）
分
か

ら
な
い
場
合
、
③
差
し
迫
っ
た
事

情
が
あ
る
場
合
で
す
。
た
だ
し
、

実
際
に
隣
地
の
竹
木
の
枝
を
切
除

し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
事
前
に

弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
に
相
談
し

た
ほ
う
が
良
い
で
し
ょ
う
。

A
　
実
家
が
空
き
家
と
な
り
、
相

続
人
が
建
物
を
解
体
や
売
却
し
よ

う
と
し
た
際
に
、
遺
産
分
割
の
手

続
が
課
題
と
な
っ
て
し
ま
い
処
分

が
進
ま
な
い
と
い
う
相
談
を
受
け

る
こ
と
が
多
い
で
す
。
特
に
、
何

代
も
前
に
亡
く
な
っ
た
方
の
名
義

の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
場
合
は
、

相
続
人
の
範
囲
が
広
が
っ
て
し
ま

い
、
遺
産
分
割
協
議
を
す
る
こ
と

が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

A
　
空
き
家
が
管
理
不
全
な
状
態

の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
周

辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
ず
放
置

さ
れ
て
い
る
場
合
、
空
き
家
が
原

因
で
第
三
者
に
被
害
が
発
生
す
る

と
、
そ
の
空
き
家
の
所
有
者
は
損

害
賠
償
の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な

ら
な
い
よ
う
、
空
き
家
の
所
有
者

は
日
頃
か
ら
適
切
な
管
理
に
努
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
空
き
家

の
状
態
を
把
握
し
続
け
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

被
害
が
発
生
す
る
前
に
、
近
隣
の

方
や
行
政
が
連
絡
で
き
る
よ
う
に

岩佐 憲一 弁護士
いわさ　　けんいち

、

、。
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　「空き家バンク」は空き家を売却・賃貸したい方と、空き家に住みたい方
を結ぶための支援制度です。熊谷市では、埼玉県北部地域の近隣６市町と
連携し、不動産関係団体の協力のもと、売却や賃貸を希望する空き家を
紹介する「埼玉県北部地域空き家バンク」を共同開設しています。
　登録の対象となる空き家は、個人所有の戸建て住宅とその敷地で売却・
賃貸したいという方が持つ物件情報を、空き家バンクのホームページ掲載
などを通じて情報提供します。

お申込みにより、不動産関係団体に所属している宅地建物取引業者と、
登録しようとする空き家についての活用相談を行っていただくことができます。

庭木の剪定や
除草をするのが難しい

せん   てい

空き家を解体したい
熊谷市空き家等除却補助金

補助対象

対 象 者

対象工事

申請方法

熊谷市空き家利活用
（地域活性化リフォーム等）補助金
　空き家を地域交流施設や子育て支援施設な
ど地域活性化施設に１０年間活用するために要
する改修工事費用の一部（限度額２００万円）を
補助します。
　制度の利用には条件がありますので、詳し
くは事前に安心安全課までお問い合わせくだ
さい。

　利活用が困難な、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている危険な空き家の除却を推進するため、
所有者などが空き家を除却・解体する場合、工事費用の一部を補助します。（限度額３０万円）
　制度の利用には各種条件がありますので、詳しくは事前に安心安全課までお問い合わせください。

　　　　　そのまま放置すれば周辺に悪影響
を及ぼすおそれのある状態にあると判定され
た空き家（今年度から範囲が広がりました） 
　　　　　補助対象住宅（空き家）の所有者、 
相続人など（法人は除く） 
　　　　　市内事業者が除却・解体する工事

　　　　　申請書類を添付し、６月３日（月） ～
11月２９日（金）に安心安全課へ直接提出
※申請前に事前相談（５月１３日（月）から開始） が
　必要になります。なお、申請前に解体工事に着
　手している場合は補助対象になりませんので、
　必ず着手前に申請してください。

空き家を
利活用したい

市ホームページ

空き家を
売りたい、貸したい

　熊谷市と協定を締結している熊谷市造園業
協力会では、樹木の手入れ、伐採、枝下ろし、
除草などを行っています。 （費用は有料です）

◆熊谷市造園業協力会
代表連絡先：㈱久保造園土木

詳しくは、下記へお問い合わせください。

TEL 048-523-2243

市の制度などをご紹介します！空き家に
関する

4令和 6 年（2024）5月



空き家の管理などでお悩みの方は
各種相談先へご相談ください。

問
題
を
先
送
り
し
な
い
こ
と
が
大
切

空
き
家
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
、

私
は
今
後
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の

か
」
な
ど
と
心
配
し
つ
つ
も
、
何

か
ら
相
談
し
た
ら
良
い
の
か
も
分

か
ら
な
い
と
い
う
方
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
相
談
者
の
お
話
を
伺

い
、
現
地
調
査
や
各
種
書
類
の
確

認
な
ど
を
通
じ
て
、
時
に
は
本
人

も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
問
題
も

含
め
、
課
題
を「
見
え
る
化
」
し
、

解
決
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手

続
が
必
要
と
な
る
の
か
と
い
う
具

体
的
な
方
法
や
、
解
決
に
向
け
た

全
体
的
な
道
筋
を
見
通
し
て
あ
げ

る
な
ど
、
相
談
者
が
迷
子
に
な
ら

な
い
よ
う
助
言
で
き
る
専
門
家
の

関
与
が
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
問
題
を
先
送
り
す
る
こ
と
な
く
、

解
決
に
向
け
た
第
一
歩
を
踏
み
出

す
た
め
に
も
、ま
ず
は
市
の
担
当

窓
口（
安
心
安
全
課  

内
線
3
3
2
）

や
専
門
家
に
相
談
さ
れ
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
の
市
民
協
働
「
熊

谷
の
力
」
空
き
家
問
題
解
決
支
援

事
業
に
携
わ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か

け
に
、
熊
谷
市
と
連
携
し
つ
つ
、

空
き
家
相
談
窓
口
業
務
を
行
っ
て

い
ま
す
。
空
き
家
問
題
は
相
続
に

由
来
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が

そ
れ
以
外
に
も
多
分
野
に
わ
た
る

問
題
が
絡
み
合
っ
て
手
が
付
け
ら

れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
有
者

が
遠
方
に
お
住
ま
い
の
場
合
な
ど

ど
う
し
て
も
当
事
者
意
識
が
薄
く

な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
ま
ま
問
題

が
先
送
り
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が

多
い
よ
う
で
す
。

　
「
空
き
家
と
な
っ
た
実
家
を
ど

の
よ
う
に
す
べ
き
か
」
、
「
こ
の

県ホームページ

熊谷警察署からのお知らせ ◆熊谷警察署　　048-526-0110

住宅や空き家を狙った窃盗被害が増加中です！
効果的な防犯対策
・センサーライトや防犯カメラの設置・玄関ドアや窓を確実に施錠する。
・周囲から見やすいように草木を適切に管理する。
・歩くと音が出る砂利を敷く。
住宅や空き家をのぞき込んだり、出入りしている不審者を目撃したら、
110番または熊谷警察署に通報してください。

　空き家の処分や利活用、管理などには、さまざまな知識
が求められるため、所有者が個人で行うことは容易ではあ
りません。
　売却・賃貸、解体、登記・法律相談、リフォームなどの
専門的な内容について、関係団体に相談してみましょう。
※各関係団体の問合せ先については、右記コードからご確
　認いただくか、安心安全課までご相談ください。

TEL

TEL

特定非営利活動法人 熊谷相続研究会

田島　篤  理事長
たじま　　　あつし

防犯キャラクター　ポリ熊

、、
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市ホームページ◆環境推進課（江南庁舎）　　048-536-1565TEL

「飼い主のいない猫」を増やさないために
　市では、（公財）どうぶつ基金が不妊手術などの費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業
（行政枠）」に参加しています。
　この事業は、市民（個人・ボランティア団体など）・行政・どうぶつ基金の協働により、飼い主のいな
い猫に対し、「さくらねこTNR（※）」を実施することで、繁殖を抑制し、「地域の猫」「さくらねこ」として
一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減
少に寄与する活動です。
　飼い主のいない猫の不妊手術実施の場合に限り、捕獲器の無料貸出し
も行っています。事業の詳細や利用方法などは、市ホームページに掲載し
ていますので、右記コードからご覧ください。

飼い主のいない猫を捕獲（Trap：トラップ）し、動物病院で不妊手術
（Neuter：ニューター）を行い、元の場所に戻す（Return：リターン）、その印
として耳先をさくらの花びらのようにV字カットすることです。

○猫を飼う際は屋内飼育を勧めています。
○動物への虐待・遺棄は犯罪です。

©公益財団法人どうぶつ基金

「さくらねこ」を見かけた際には、優しく見守ってあげてください。

※さくらねこTNR とは？※さくらねこTNR とは？

市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド
●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒360-0292　弥藤吾 2450　　　048-588-1321
●江南庁舎・江南行政センター　〒360-0192　江南中央 1-1　 　  048-536-1521

TEL

TEL

6令和 6 年（2024）5月



熊谷市観光協会
ホームページ
熊谷市観光協会
ホームページ

無料シャトルバス で行く“小さないい旅”

◆（一社）熊谷市観光協会　　048-594-6677TEL

熊谷市観光協会
ホームページ
熊谷市観光協会
ホームページ

◆（一社）熊谷市観光協会　　048-594-6677TEL

　（一社）熊谷市観光協会では、能護寺や妻沼聖天山など市内の名所を巡る無料シャトルバスを運行します。 

第７２回　熊谷花火大会 花火の提供者 になりませんか？
とき　８月10日（土）19：00～21：00
（荒天の場合、11日（日・祝）・17日（土）・18日（日）の順に延期します） 
申込み　６月3日（月）までに申込書と花火代金を添えて下記へ 
※応募状況により、打ち上げ前の放送方法を変更する場合があります。 

※有料観覧席の１次販売を兼ねて、クラウド
　ファンディングを行う予定です。
　詳しくは、右記コードからご確認ください。

※施設によっては、拝観料などがかかる場所もあります。
　詳しくは、下記コードからご覧いただくか、下記へ直接お問い合わせください。 

６月15日（土）・16日（日） 運行日

種　類 価　格 内　容
7号玉
10号玉
スターマイン
10号玉
スターマイン
大スターマイン
ワイドスターマイン
スクマム！ワイドスターマイン

メッセージをプログラム冊子に掲載し、
打ち上げ前に放送します。
※応募多数の場合は、抽選となります。

企業広告をプログラム冊子に掲載し、
宣伝文を打ち上げ前に放送します。

協賛名をプログラム冊子に掲載します。

  40,000円
  70,000円
300,000円～
  70,000円
300,000円～
500,000円～
800,000円～
50,000円/1口

メッセージ
花火

企業広告
花火

熊谷花火大会 花火の提供者熊谷花火大会 花火の提供者

無料シャトルバス無料シャトルバス

市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド
●熊谷市役所 （本庁舎）　　　　 〒360-8601　宮町 2-47-1　　　048-524-1111
●大里庁舎・大里行政センター　〒360-0195　中曽根 654-1　 　0493-39-0311

TEL

TEL
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熊谷市表彰条例に基づく表彰
市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド

●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒360-0292　弥藤吾 2450　　　048-588-1321
●江南庁舎・江南行政センター　〒360-0192　江南中央 1-1　 　  048-536-1521

TEL

TEL

熊谷市表彰条例に基づく表彰

◆秘書課　　内線204TEL

　4月6日、大里生涯学習センター「あすねっと」で熊谷市表彰式を挙行し、本市の文化の興隆、福祉の
増進、産業の発展および自治の振興に顕著な功績のあった次の方を表彰しました。
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市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド
●熊谷市役所 （本庁舎）　　　　 〒360-8601　宮町 2-47-1　　　048-524-1111
●大里庁舎・大里行政センター　〒360-0195　中曽根 654-1　 　0493-39-0311

TEL

TEL

産前産後期間の国民年金保険料が免除 産前産後期間の国民年金保険料が免除 されます
　国民年金第１号被保険者で出産日が平成31年２月以降の方は、出産予定日か出産日が属する月の前月
から４か月間の国民年金保険料が免除（平成31年４月から）されます。
　なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日か出産日が属する月の３か月前から６か月間の国民年金保険料
が免除されます。※出産後でも届出ができます。
届出に必要なもの
①　母子健康手帳等（出産予定日・出産日が分かるもの）
②　年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか１点
③　本人確認書類（運転免許証など）
※　代理人申請の場合、①・②のほか、代理人の本人確認書類が必要。（別世帯の代理人は委任状も必要）

　国民年金では、ご本人の申出により、保険料の納付済期間が40年間（480月）に満たない場合で
あって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳から65歳になるまでの間、任意加入して年
金額を増やすことができます。なお、老齢基礎年金受給のための期間を満たしていない方は、特例的に
65歳以上70歳到達までの間も任意加入することができます。（昭和40年４月１日以前に生まれた方に
限る）また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。※老齢基礎年金
の繰上げ支給受給の方は任意加入できません。
令和６年度の保険料　月額16,980円
届出に必要なもの
①　年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか１点
②　本人確認書類（運転免許証など）
③　預貯金通帳・通帳届出印
※65～70歳になるまで加入する場合、これらのほかに戸籍謄本が必要となります。
◆保険年金課　　内線２７７　◆各行政センター市民担当係
◆熊谷年金事務所　　 048-522-5012（音声案内２番のあと２番）

TEL

TEL

◆保険年金課　　内線２７７　◆各行政センター市民担当係
◆熊谷年金事務所　　 048-522-5012（音声案内２番のあと２番）

TEL

TEL

　キャンペーン期間中、下記条件を全て満たした市税の口座振替を登録した方の中から、抽選で300
人に地域電子マネー「クマＰＡＹ1,000円分」をプレゼントします。 
対象税目　市民税・県民税・森林環境税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、
国民健康保険税 
 

登録方法　納税通知書、預（貯）金通帳、金融機関お届
け印を持参し、５月10日（金）～８月30日（金）に金融
機関の窓口でお申込みください。 
※詳しくは、右記コードからご覧ください。 
◆納税課　　内線257、258TEL 市ホームページ市ホームページ

新規の口座振替申込みである

口座振替の申込税目に令和６年度課税がある

令和５年度課税までに市税の滞納がない

抽選時点で申込税目の口座振替を継続している

対
象
条
件

国民年金の任意加入制度国民年金の任意加入制度 をご存じですか？

口座振替推進キャンペーン口座振替推進キャンペーン を実施します
ペ　イ
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　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域福祉の向上のために活動するボランティア
で、それぞれの担当区域で活動しています。
どんな活動をしているの？
　地域に暮らす身近な相談相手として、医療や介護、子育ての不安など様々な相談に応じます。また、その
課題が解決できるよう、行政機関を始め、必要な支援への「つなぎ役」になります。
どんな相談ができるの？ 
○子育ての身近な相談相手がほしい 
○高齢になり、一人暮らしが心細い 
○各種福祉サービスについて 
※民生委員・児童委員には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。　 
※お住まいの民生委員・児童委員が分からないときは、下記または各行政センター福祉担当係へお問い
　合わせください。 

人間ドック助成指定医療機関

脳ドック助成指定医療機関

対象　満30歳以上（申請当日）の熊谷市国保被保険者または後期高齢者医療制度の加入者
助成額　人間ドック・脳ドックのいずれかを1年度1回3万円（3万円に満たないときはその額）
申請方法　①希望する指定医療機関に検診日を直接予約します。②保険証を持参し、下記または各行政
センター市民担当係、さくらめいと出張所に検診前に申請し、決定通知書を受け取ります。
※さくらめいと出張所では申請の取次ぎのみ行います。
※当日、予約した指定医療機関に②の決定通知書
　を提出すると、検査料から助成額を差し引いた
　金額で受検できます。
※人間ドックの助成を選択した方は、特定健診ま
　たは長寿健診の検査は受けられません。

◆福祉総務課　　内線 507TEL

◆保険年金課 　　内線360（国保）、302（後期）TEL

医療機関名

市
内

市
外

電話番号

籠原病院
関東脳神経外科病院
熊谷外科病院
熊谷総合病院
埼玉慈恵病院
埼玉県立循環器・呼吸器病センター
中央脳神経外科
西田クリニック
まつだ整形外科クリニック
ゆうあい内科・脳神経クリニック
石井クリニック（行田市）
いしばし脳神経内科クリニック（深谷市）
磯部クリニック（深谷市）
小川赤十字病院（小川町）
小暮医院（深谷市）
埼玉成恵会病院（東松山市）
東松山市立市民病院（東松山市）
深谷寄居医師会メディカルセンター（深谷市）

048-532-6747
048-521-3133
048-521-4115
048-521-0065
048-521-0321
048-536-9900
048-529-2525
048-525-2100
048-567-0753
048-522-8880
048-555-3519
048-598-7878
048-575-1131
0493-72-2333
048-587-1262
0493-23-1221
0493-24-6111
048-572-2411

医療機関名 電話番号

あいざわクリニック
かくたクリニック
籠原病院
くぼじまクリニック
熊谷外科病院
熊谷生協病院
熊谷総合病院
埼玉慈恵病院
しぶや医院
清水内科
たがやクリニック
千島内科クリニック
ティーエムクリニック
藤間病院総合健診システム
平田クリニック
松井医院
ゆうあい内科・脳神経クリニック
吉田医院
岩崎医院（深谷市）
小川赤十字病院（小川町）
埼玉成恵会病院（東松山市）
東松山医師会病院健診センター（東松山市）
東松山市立市民病院（東松山市）
深谷寄居医師会メディカルセンター（深谷市）
堀江病院（群馬県太田市）

市
内

市
外

048-520-1730
048-501-0771
048-532-6747
048-533-7511
048-521-4115
048-524-3841
048-521-0065
048-521-0321
048-522-7022
048-526-1530
048-522-4480
048-530-6446
048-533-8836
048-524-0146
048-520-2255
048-522-1680
048-522-8880
048-521-1083
048-572-8181
0493-72-2333
0493-23-1221
0493-25-0232
0493-24-6111
048-572-2411
0276-38-5110

民生委員・児童委員民生委員・児童委員見守り、支え、地域をつなぐ

人間ドック・脳ドック人間ドック・脳ドック熊谷市国保・後期高齢者医療制度 助成制度

市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド
●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒360-0292　弥藤吾 2450　　　048-588-1321
●江南庁舎・江南行政センター　〒360-0192　江南中央 1-1　 　  048-536-1521

TEL

TEL
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　市では、各地区の敬老会主催者（自治会・公民館・地区社会福祉協議会・施設など）に対し、敬老会実施
に要した費用を一部補助します。
補助金の対象者　９月１日現在、市内に住所を有する７５歳以上の方（令和７年３月３１日までに満７５歳
以上になる方）

  対象者名簿の公開
　市では、昭和２５年４月１日以前に生まれた方の住所・氏名・生年月日・年齢が記載された「敬老会補助
金対象者名簿（主催者閲覧用）」を、主催者から申請があった場合、適正に公開しています。

  名簿への掲載を希望しない方は、申出が必要です
申出方法　長寿いきがい課（本庁舎１階）または各行政センター福祉担当係の窓口にある申出書に必要
事項を明記し、５月１５日（水）～２９日（水）までに提出
（土・日曜日を除く８：30～17：15）
※名簿に掲載しない場合でも、敬老会の招待状と記念
　品送付の有無は、主催者の判断で行っています。

対象　65歳以上の市民の方（介護度の有無に関係なく、どの会場にも参加可）
内容　認知症予防と筋力向上の体操、口腔と栄養に関する教室（６月から各会場で開催） 
持ち物　介護保険被保険者証
申込み　1回ごとに必要な持ち物をご確認の上、下表の申込先に
参加希望日の1週間前までにお申し込みください。

◆長寿いきがい課　　内線２９０TEL

◆長寿いきがい課　 　内線２１７TEL

会場 とき 定員 費用 申込先
しあわせの里（原井１６９）

永寿苑（西別府１５９９－５）

玉の緒（大塚１７９－２）

ぬくもり（石原５１０）

埼玉慈恵病院（石原３－２０８）

クイーンズビラ（太井１７７７－１）

熊谷ホーム（新堀１１４０）

はなぶさ苑中央地域交流サロン
（箱田5-11-1）
はなぶさ苑妻沼地域交流サロン
（弥藤吾281-2）
はなぶさ苑天然温泉足湯処仲町
（仲町 1）

第２・４水曜日１４：００～

第２・４火曜日１０：００～

第１・３金曜日１０：３０～

第２・４金曜日１３：３０～

第１・３水曜日１３：００～

第２・４日曜日１０：００～

第２・４木曜日１０：００～

第２・４水曜日１３：００～

第２・４火曜日１０：００～

第２・４火曜日１３：３０～

２０人

２５人

１５人

１０人

１０人

２０人

１０人

１２人

１３人

１０人

３００円

５００円

２００円

３００円

３３０円

１００円

３００円

３００円

３００円

３００円

048-589-2328

048-533-2022

048-527-3555

048-598-5755

048-521-0321

048-523-8855

048-532-6910

048-522-2626

048-588-0005

048-527-8723

敬老会には補助金敬老会には補助金 があります

頭と体の体操教室（一般介護予防事業）頭と体の体操教室（一般介護予防事業）に参加しませんか？
こ う く う

市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド
●熊谷市役所 （本庁舎）　　　　 〒360-8601　宮町 2-47-1　　　048-524-1111
●大里庁舎・大里行政センター　〒360-0195　中曽根 654-1　 　0493-39-0311

TEL

TEL
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市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書 を発送します
　「令和６年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」は、５月
10日（金）に勤務先へ発送します。また、「令和６年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」（普通徴
収）は、６月10日（月）に発送します。なお、特別徴収の決定通知書摘要欄には、ふるさと納税などの寄
附金のうち、市民税・県民税額から控除される額が記載されます。
◆市民税課　　内線 244、554TEL

市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書

令和６年度 市民税・県民税所得・課税証明書 の発行

申請に必要なもの
○公的機関が発行する申請者の身分証明書（マイナンバーカードや運転免許証など）
○手数料（1通200円）
○委任状または代理人選任届（本人または本人と同世帯の親族の方以外が申請する場合のみ）
※令和5年中の収入を申告していない場合など、証明書が発行できないことがあります。
※マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアでも証明書が取得できます。
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
◆市民税課　　内線 245TEL

５月10日（金）

６月10日（月）

対象（市民税・県民税・森林環境税の納税方法） 発 行 開 始 日
①　給与からの差引きのみで納めている方
②　納付書または口座振替で納めている方
③　公的年金からの引き落としで納めている方
④　上記のうち、２つ以上の方法で納めている方

市民税・県民税所得・課税証明書市民税・県民税所得・課税証明書

個人住民税 の給与からの特別徴収を徹底します
　事業者（給与支払者）の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から個人住民税を差
し引き、従業員などに代わって市に納めること（特別徴収）が法律で義務付けられています。 
　埼玉県と県内市町村では、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。 
◆市民税課　　内線 244、554TEL

個人住民税個人住民税

軽自動車税（種別割）の減免申請受付
対象車両　次のいずれかに該当する車両など 
①　一定の障害のある方が使用する車両 
②　一定の障害のある方のために家族などが使用する車両 
③　障害のある方が利用するために構造を変更した車両 
④　公益事業を営む方がその事業のために使用する車両 
申請期間　５月10 日（金）～31日（金）　
◆市民税課　　内線 245TEL

軽自動車税（種別割）軽自動車税（種別割）

自動車税（種別割）の納期限は５月31日（金）です
　納税通知書は、５月中旬頃に届く予定です。スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、ペイジー、
コンビニエンスストアや金融機関窓口で納期限までに納付してください。
◆自動車税コールセンター　　0570-012-229TEL

自動車税（種別割）自動車税（種別割）

●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒360-0292　弥藤吾 2450　　　048-588-1321
●江南庁舎・江南行政センター　〒360-0192　江南中央 1-1　 　  048-536-1521

TEL

TEL 市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド

12令和 6 年（2024）5月
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	市報くまがや_2024-05_P10_HP.pdf
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	市報くまがや_2024-05_P12_HP.pdf
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	市報くまがや_2024-05_P16_HP.pdf
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